
 

○
千
葉
県
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
千
葉
県
規
則
第
七
十
四
号
） 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
千
葉
県
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
種
自
動
車
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
特
種
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ

っ
て
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

一 

散
水
自
動
車 

二 

広
告
宣
伝
用
自
動
車 

三 

霊
き
ゅ
う
自
動
車 

四 

医
療
防
疫
用
自
動
車 

五 

タ
ン
ク
自
動
車 

六 

警
察
自
動
車 

七 

救
急
自
動
車 

八 

消
防
自
動
車 

九 

高
所
作
業
自
動
車
そ
の
他
の
作
業
用
自
動
車 

十 

ク
レ
ー
ン
自
動
車 

十
一 

身
体
障
害
者
輸
送
自
動
車 

十
二 

ふ
ん
尿
自
動
車 

十
三 

塵
芥
自
動
車 

十
四 

清
掃
自
動
車 

十
五 

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
自
動
車 

十
六 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ミ
キ
サ
ー
自
動
車 

十
七 

販
売
自
動
車 

十
八 

冷
蔵
冷
凍
自
動
車 

十
九 

教
習
用
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項

の
指
定
自
動
車
教
習
所
が
専
ら
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
の
用
に
供
す
る
自
動

車
を
い
う
。
） 

二
十 

そ
の
他
構
造
、
装
置
及
び
用
途
が
前
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
類
す
る
自
動
車 

（
排
出
基
準
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
排
出
基
準
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 



備
考 

一 

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
が
車
両
重
量
に
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
重
さ

れ
た
状
態
に
お
い
て
、
原
動
機
が
暖
機
状
態
と
な
っ
た
後
に
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭

和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
間
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま

れ
る
粒
子
状
物
質
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。 

二 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
を
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
排
気
管
か
ら
排
出
さ
れ
る

排
出
物
に
含
ま
れ
る
粒
子
状
物
質
の
単
位
時
間
当
た
り
の
質
量
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係

数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
を
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転

す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
率
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
そ
れ
ぞ

れ
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
単
位
時
間
及
び
単
位
仕
事
率
当
た
り
の
粒

子
状
物
質
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。 

（
粒
子
状
物
質
の
量
の
測
定
方
法
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

特
定
自
動
車
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。 

一 

車
両
総
重
量
が
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
特
定
自
動
車 

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測

定
（
前
条
の
表
の
備
考
の
一
に
規
定
す
る
測
定
方
法
を
い
う
。
） 

二 

車
両
総
重
量
が
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
特
定
自
動
車 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十

三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
（
前
条
の
表
の
備
考
の
二
に
規
定
す
る
測
定
方
法
を
い
う
。
） 

 

（
猶
予
期
間
等
） 

第
五
条 

条
例
第
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
（
以
下
「
対
策
地
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
外
の

み
を
運
行
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
対
策

車
両
総
重
量
が
二
千
五
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る
特
定
自
動
車 

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
二
千
五
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
特
定
自
動
車 

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
特
定
自
動
車 

特

定

自

動

車

の

種

別 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十

三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定 

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る 

測
定 

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る

測
定 

測

定

の

方

法 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
二

五
グ
ラ
ム 

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り

〇
・
〇
九
グ
ラ
ム 

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り

〇
・
〇
八
グ
ラ
ム 

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
粒
子

状
物
質
の
量
の
許
容
限
度 



地
域
の
区
域
外
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
特
定
自
動
車
で
あ
っ
て
対
策
地
域
の
区
域
外
の

み
を
運
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該

許
可
に
係
る
業
務
の
み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

二 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
共
同
調
理
場
を
設

置
す
る
市
町
村
か
ら
、
学
校
給
食
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
共
同
調
理
場
か
ら
当
該
市
町
村
の
設
置
し
た
義
務
教
育

諸
学
校
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
を
い
う
。
）
へ
運
搬
す
る
こ
と
の
委
託

を
受
け
た
者
が
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

三 

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
所
の
登
録
（
当
該
販
売

所
が
対
策
地
域
の
区
域
外
に
存
し
、
か
つ
、
当
該
登
録
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
の
販
売
区
域
が

対
策
地
域
の
区
域
外
に
限
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該
登
録
に
係
る
業
務
の

み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

四 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条

の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
委
託
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

市
町
村
長
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
委
託
又
は
許
可
に
係
る
業
務
の
み
に
使
用
す
る
一
般

廃
棄
物
の
収
集
運
搬
を
行
う
特
定
自
動
車 

五 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
う
ち
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合

せ
貨
物
運
送
を
す
る
者
が
、
当
該
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
の
み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

六 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百

十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
か
ら
当
該
分
別
収
集
の
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
係
る
業

務
の
み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

七 

対
策
地
域
か
ら
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
外
に
事
業
場
の
全
部
の
区
域
が
所
在
す
る
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
製
造
す
る
工
場
か
ら
レ
デ
ィ
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
運
搬
す
る
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ミ
キ
サ
ー
自
動
車
で
あ
る
特
定
自
動
車 

八 

新
東
京
国
際
空
港
内
の
航
空
機
に
機
内
食
（
航
空
機
内
に
お
い
て
乗
客
の
飲
食
に
供
す
る
た

め
に
あ
ら
か
じ
め
加
工
さ
れ
た
食
品
を
い
う
。
）
を
搬
入
す
る
た
め
の
専
用
の
構
造
を
有
す
る

特
定
自
動
車 

九 

新
東
京
国
際
空
港
の
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
そ
の
他
の
施
設
の
維
持
管
理

の
た
め
に
使
用
す
る
専
用
の
構
造
を
有
す
る
特
定
自
動
車 

十 

新
東
京
国
際
空
港
と
同
空
港
に
係
る
保
税
蔵
置
場
（
関
税
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一

号)

第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
税
蔵
置
場
を
い
う
。
）
と
の
間
の
外
国
貨
物
の
運
搬
の



み
に
使
用
す
る
特
定
自
動
車 

十
一 

新
東
京
国
際
空
港
内
の
航
空
機
か
ら
生
ず
る
洗
濯
物
の
集
配
に
係
る
業
務
の
み
に
使
用
す

る
特
定
自
動
車 

十
二 
新
東
京
国
際
空
港
内
の
航
空
機
の
乗
務
員
又
は
航
空
機
の
整
備
を
行
う
者
の
輸
送
の
み
に

使
用
す
る
特
定
自
動
車 

十
三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
自
動
車
を
運
行
す
る
区
域
が
対
策
地
域
の
区
域
外

に
限
ら
れ
る
も
の
と
し
て
知
事
に
届
け
出
た
特
定
自
動
車 

２ 

前
項
第
十
三
号
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
自
動
車
が
同
号
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
粒

子
状
物
質
対
策
地
域
外
運
行
届
（
別
記
第
一
号
様
式
。
以
下
「
運
行
届
」
と
い
う
。
）
正
副
二
部
を
、

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
の
写
し
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

特
定
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
番
号
を
い
う
。)
 

三 

特
定
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置 

四 

特
定
自
動
車
が
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
登
録
を
受
け
た
日(

以
下｢

初
度
登
録
年
月

日｣

と
い
う
。)

 

五 

特
定
自
動
車
が
初
度
登
録
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
す
る
日 

六 

特
定
自
動
車
の
運
行
区
域
及
び
運
行
経
路 

七 

特
定
自
動
車
の
使
用
の
目
的
及
び
使
用
の
形
態 

３ 

知
事
は
、
運
行
届
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
運
行
届
の
副
本
に
受
理
印
を
押
印
し
て
当
該
運
行

届
を
提
出
し
た
者
に
返
却
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

運
行
届
に
係
る
特
定
自
動
車
を
運
行
さ
せ
る
者
は
、
当
該
特
定
自
動
車
を
対
策
地
域
の
区
域
外
に

お
い
て
運
行
さ
せ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
却
さ
れ
た
運
行
届
の
副
本
を
常
に
携
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

運
行
届
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
運
行
届
に
係
る
特
定
自
動
車
に
つ
い
て
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
粒
子
状
物
質
対

策
地
域
外
運
行
変
更
届
（
別
記
第
二
号
様
式
。
以
下
「
運
行
変
更
届
」
と
い
う
。
）
正
副
二
部
を
、

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
三
項
の
規
定
は
、
知
事
が
運
行
変
更
届
を
受
理
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。 

７ 

運
行
変
更
届
に
係
る
特
定
自
動
車
を
運
行
さ
せ
る
者
は
、
当
該
特
定
自
動
車
を
対
策
地
域
の
区
域

外
に
お
い
て
運
行
さ
せ
る
と
き
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
却
さ
れ
た
運
行
届
及
び
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
却
さ
れ
た
運
行
変
更
届
の
副
本
を
常
に
携
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

８ 

運
行
届
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
運
行
届
に
係
る
特
定
自
動
車
が
、
法
第
十
五
条
又
は
第
十
六
条



第
一
項
の
規
定
に
よ
る
抹
消
登
録
、
運
行
区
域
又
は
運
行
経
路
の
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
第
一

項
第
十
三
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
同
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十

日
以
内
に
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
外
運
行
廃
止
届
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
、
同
号
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
こ
と
に
係
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

条
例
第
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車
に
係
る
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
初
度
登
録
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
間
と
す
る
。 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

と
す
る
。 

一 

警
察
自
動
車
の
う
ち
、
騒
乱
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
警
備
の
た
め
に
用
い

ら
れ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
投
石
、
火
炎
び
ん
（
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
火
炎
び
ん
を
い
う
。
）
の
使
用
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
行
為
又
は
災
害
に
よ
る
損
害
を
防
ぐ
た
め
の
特
殊
な
鋼
板
を
車
体
に
用
い
た
も
の 

二 

警
察
自
動
車
の
う
ち
、
騒
乱
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
警
備
又
は
銃
器
事
犯

等
捜
査
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
爆
発
物
処
理
装
置
、
非
常
用
通
信
装
置
そ
の

他
の
警
備
又
は
銃
器
事
犯
等
捜
査
の
た
め
に
必
要
な
特
殊
な
構
造
又
は
装
置
を
有
す
る
も
の
（
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

消
防
自
動
車
の
う
ち
、
高
所
火
災
、
油
脂
火
災
等
の
特
殊
な
災
害
に
対
す
る
消
防
活
動
に
用
い

ら
れ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
高
所
活
動
用
の
は
し
ご
、
泡
消
火
薬
剤
槽
そ
の
他
の
特
殊
な
災
害
に

対
す
る
消
防
の
た
め
に
必
要
な
特
殊
な
構
造
又
は
装
置
を
有
す
る
も
の 

四 

消
防
自
動
車
の
う
ち
、
火
災
、
震
災
等
の
災
害
に
対
す
る
消
防
活
動
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
で

あ
っ
て
、
ポ
ン
プ
装
置
そ
の
他
の
消
防
の
た
め
に
必
要
な
特
殊
な
構
造
又
は
装
置
を
有
す
る
も
の

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車
に
係
る
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車 

初
度
登
録
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
間 

 

二 

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
特
種
自
動
車 

初
度
登
録
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年

間 （
粒
子
状
物
質
を
増
大
さ
せ
る
燃
料
） 

第
七
条 

条
例
第
十
条
の
規
則
で
定
め
る
燃
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
燃
料
と
す
る
。 

一 

重
油
（
日
本
工
業
規
格
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
い

て
定
め
ら
れ
る
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
形
状
や
品
質
の
規
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｋ
二
二
〇
五
に
定
め
る
重
油
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

二 

重
油
を
混
和
し
た
燃
料 

三 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
燃
料
の
性
状
に
係
る
値
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ

な
い
燃
料 

イ 

九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
に
定
め
る
方
法
で
測
定
し
た
燃



料
の
性
状
を
い
う
。
） 

摂
氏
三
百
六
十
度
以
下 

ロ 

十
パ
ー
セ
ン
ト
残
油
の
残
留
炭
素
分
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇
に
定
め
る
方
法
で
測
定

し
た
燃
料
の
性
状
を
い
う
。
） 

〇
・
一
質
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下 

ハ 
セ
タ
ン
指
数
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
二
二
八
〇
に
定
め
る
方
法
で
算
出
し
た
燃
料
の
性
状
を
い

う
。
） 
四
十
五
以
上 

ニ 

硫
黄
分
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一
―
一
、
Ｋ
二
五
四
一
―
二
、
Ｋ
二
五
四
一
―
六
又
は

Ｋ
二
五
四
一
―
七
に
定
め
る
方
法
で
測
定
し
た
燃
料
の
性
状
を
い
う
。
）
〇
・
〇
〇
一
質
量

パ
ー
セ
ン
ト
以
下 

（
身
分
証
明
書
） 

第
八
条 

条
例
第
十
五
条
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
（
第

十
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
自
動
車
が
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
現
在
で
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
を
管
理
す
る
者
が
当
該
自

動
車
に
代
え
て
新
た
な
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
自
動
車
（
条
例
第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
排
出
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
購
入
す
る
た
め
の
契
約
（
当
該
契
約

が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

議
会
の
同
意
が
必
要
と
な
る
契
約
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
係
る
仮
契
約
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
を
同
日
ま
で
に
締
結
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
契
約
に
係
る
自
動
車
が
当
該
契
約
に

係
る
自
動
車
を
管
理
す
る
者
に
納
入
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。 

 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
五
年
三
月
四
日
規
則
第
五
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
改
正
後
の
千
葉
県
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動

車
か
ら
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
十

三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
当
該
届
出
に
係
る
特
定
自
動
車
が
同
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
と
す
る
。 

 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
規
則
第
六
十
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
規
則
第
百
六
十
六
号
） 



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
八
年
十
月
三
日
規
則
第
百
十
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
九
年
一
月
十
六
日
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 
則
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



別 記  

第一号様式(第五条第二項) 

(表) 

年  月  日 

 

千葉県知事       様 

届出者 

郵便番号 

住  所 

氏  名              ㊞ 

電話番号 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所 

の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

粒子状物質対策地域外運行届 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規則 

第５条第２項の規定により、粒子状物質対策地域外運行届を次のとおり提出します。 

特定自動車の自動車登録番号  

特定自動車の使用の本拠の位置  

特定自動車の初度登録年月日  

特定自動車が初度登録年月日から

起算して１２年を経過する日 

 

特定自動車の運行区域及び運行

経路 
(裏面に運行経路を具体的に記入してください。) 

特定自動車の使用の目的及び使

用の形態 

 

※ 受 付 欄

 

 

 

備考 

１ ※印の欄には記載しないこと。 

２ 初度登録年月日とは、特定自動車が道路運送車両法第四条の規定により初めて登録

を受けた日をいう。 

３ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略すること

ができる。 

 



(裏) 

特定自動車の運行区域及び運行経路 

千葉県地図（例） 
 

 

注 

１ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法第８条第１項に規定する粒子状物質対策地域の区域が明示された

千葉県全体を表す地図を記載するものとする。 

２ 特定自動車の運行区域及び運行経路（出発地及び経由地を含む。）を地図上に具体的

に記載すること。 



第二号様式(第五条第五項) 

(表) 

年  月  日 

 

千葉県知事       様 

届出者 

郵便番号 

住  所 

氏  名              ㊞ 

電話番号 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所 

の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

粒子状物質対策地域外運行変更届 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規則 

第５条第５項の規定により、粒子状物質対策地域外運行変更届を次のとおり提出します。 

特定自動車の自動車登録番号 
 

 

変 更 し た 事 項 
 

 

変 更 の 理 由 
 

 

変更後の特定自動車の運行区域

及び運行経路 
(裏面に運行経路を具体的に記入してください。) 

変 更 年 月 日 
 

 

※ 受 付 欄 

 

 

 

 

備考 

１ ※印の欄には記載しないこと。 

２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略すること

ができる。 

 



(裏) 

特定自動車の運行区域及び運行経路 

千葉県地図（例） 

 

 

注 

１ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法第８条第１項に規定する粒子状物質対策地域の区域が明示された

千葉県全体を表す地図を記載するものとする。 

２ 特定自動車の運行区域及び運行経路（出発地及び経由地を含む。）を地図上に具体的

に記載すること。 



第三号様式(第五条第八項) 

年  月  日 

 

千葉県知事       様 

届出者 

郵便番号 

住  所 

氏  名              ㊞ 

電話番号 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所 

の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

粒子状物質対策地域外運行廃止届 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規則 

第５条第８項の規定により、粒子状物質対策地域外運行廃止届を次のとおり提出します。 

特定自動車の自動車登録番号 
 

 

千葉県ディーゼル自動車から

排出される粒子状物質の排出

の抑制に関する条例施行規則

第５条第１項第１３号に該当

しなくなった理由 

 

 

 

千葉県ディーゼル自動車から

排出される粒子状物質の排出

の抑制に関する条例施行規則

第５条第１項第１３号に該当

しなくなった年月日 

 

 

※ 受 付 欄 

 

 

 

 

備考 

１ ※印の欄には記載しないこと。 

２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することが

できる。 



別記第四号様式（第八条） 

 

（表） 

第    号 

職氏名 

生年月日 

 

上記の者は、千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質

の排出の抑制に関する条例第 15 条の規定により、立入検査を行う者

であることを証明する。 

年  月  日発行 

 

千葉県知事            印 

 

 

  写 

 

  真 

 

（裏） 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の 

排出の抑制に関する条例抜すい 

（立入検査） 

第 15 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ディーゼル自動車から排

出される粒子状物質の抑制に関する対策上必要があると認めるときは、当該職員

に、ディーゼル自動車を停車させ、当該ディーゼル自動車に立ち入り、又はディー

ゼル自動車を運行し、若しくは運行させている者の事業所、ディーゼル自動車に使

用される燃料を製造し、若しくは販売する者の事業所その他の必要と認められる場

所に立ち入り、ディーゼル自動車、ディーゼル自動車に使用される燃料、ディーゼ

ル自動車に使用される燃料を製造する設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若

しくは無償で収去させ、又は関係者に質問をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 


